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Tableauを用いた分析結果のデータファイルの共有・やりとり

Tableau Public公開サイトからのデータのダウンロード

著作物（知的財産）利用時の注意点

Tableauのグラフの見栄えをよくする整形小技

【本日のテーマ】他人のデータを共有or２次利用



Tableauを用いた分析結果のデータファイルの共有・やりとり



Tableauパッケージワークブック (.twbx)

パッケージワークブック 「.twbx」
ワークブックと元データのコピー
元データ(Excelファイル)のコピーを保持しているので、
元データを参照できない環境でも機能する
Tableau Desktop, Tableau Publicで開くことができる
容量・セキュリティ・データガバナンス上の注意点がある

Tableauワークブック (.twb)

ワークブックのデフォルトの保存形式
可視化情報とデータ接続情報
元データ(Excelファイル)は含まれないので、
元データを参照できない環境では機能しない
Tableau Desktop, Tableau Publicで開くことができる



では、ZoomのチャットボックスにTableauファイルを送ります。

ファイルをダウンロードして、
ダブルクリックして開いてください



Tableau Public

Tableau Cloud

Tableau Desktop



ここへドラッグ&ドロップ





Tableau Desktop でのTableauファイルの作成 → 保存・共有



Tableauパッケージドワークブック (.twbx)で保存



Tableauファイルの共有・やり取り・配布



Tableauファイルの送信・配布の方法

・メールに添付ファイルとして送信する

・Skype、Zoom、Teamsなどのチャットボックスにドラッグ&ドロップして送信

・Dropboxなどのファイルサーバにアップロードして共有する

・webサイトに掲載 e.g.) https://www.miyahara.vc/20231024.twbx

Tableauパッケージワークブックを「20231024.twbx」と命名しておく

https://www.miyahara.vc/20231024.twbx


Tableau Publicからのデータの取得と二次利用(二次加工)



https://public.tableau.com/app/search/all































著作物（知的財産）利用時の注意点



https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/gaiyo/chosakubutsu_jiyu.html

https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/gaiyo/chosakubutsu_jiyu.html




（電子計算機による情報処理及びその結果の提供に付随する軽微利用等）
第四十七条の五 電子計算機を用いた情報処理により新たな知見又は情報を創出することによつて著作物の利用の促進に資する次の
各号に掲げる行為を行う者（当該行為の一部を行う者を含み、当該行為を政令で定める基準に従つて行う者に限る。）は、公衆への
提供等（公衆への提供又は提示をいい、送信可能化を含む。以下同じ。）が行われた著作物（以下この条及び次条第二項第二号にお
いて「公衆提供等著作物」という。）（公表された著作物又は送信可能化された著作物に限る。）について、当該各号に掲げる行為
の目的上必要と認められる限度において、当該行為に付随して、いずれの方法によるかを問わず、利用（当該公衆提供等著作物のう
ちその利用に供される部分の占める割合、その利用に供される部分の量、その利用に供される際の表示の精度その他の要素に照らし
軽微なものに限る。以下この条において「軽微利用」という。）を行うことができる。ただし、当該公衆提供等著作物に係る公衆へ
の提供等が著作権を侵害するものであること（国外で行われた公衆への提供等にあつては、国内で行われたとしたならば著作権の侵
害となるべきものであること）を知りながら当該軽微利用を行う場合その他当該公衆提供等著作物の種類及び用途並びに当該軽微利
用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
一 電子計算機を用いて、検索により求める情報（以下この号において「検索情報」という。）が記録された著作物の題号又は著作
者名、送信可能化された検索情報に係る送信元識別符号（自動公衆送信の送信元を識別するための文字、番号、記号その他の符号を
いう。第百十三条第二項及び第四項において同じ。）その他の検索情報の特定又は所在に関する情報を検索し、及びその結果を提供
すること。
二 電子計算機による情報解析を行い、及びその結果を提供すること。
三 前二号に掲げるもののほか、電子計算機による情報処理により、新たな知見又は情報を創出し、及びその結果を提供する行為で
あつて、国民生活の利便性の向上に寄与するものとして政令で定めるもの
２ 前項各号に掲げる行為の準備を行う者（当該行為の準備のための情報の収集、整理及び提供を政令で定める基準に従つて行う者
に限る。）は、公衆提供等著作物について、同項の規定による軽微利用の準備のために必要と認められる限度において、複製若しく
は公衆送信（自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。以下この項及び次条第二項第二号において同じ。）を行い、又は
その複製物による頒布を行うことができる。ただし、当該公衆提供等著作物の種類及び用途並びに当該複製又は頒布の部数及び当該
複製、公衆送信又は頒布の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。

昭和四十五年法律第四十八号

著作権法



Tableauのグラフの見栄えをよくする整形小技



グラフのタイトルの文字

縦軸の修飾

横軸の修飾
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